令和８年度 石巻市地域づくり基金（助成金）事業
[bookmark: _GoBack]募集要項
事業内容について
１　事業の目的
本助成金は、地域活性化及び地域課題の解決に資する事業に対して助成金を交付することにより、本市における市民の連帯の強化及び均衡ある地域振興に資することを目的としています。

２　対象団体
次の要件をすべて満たす団体が対象となります。
(1) 市内に活動の拠点があること
(2) 構成員が２名以上であること
(3) 規約・会則等組織に関する定めがあること
(4) 政治活動又は宗教活動を目的としていないこと

３　対象事業
地域の活性化や課題解決につながる、以下のいずれかに該当する事業が対象です。
(1) 住民自治機能の充実や住民自治の中心的役割を担う人材の育成を図る事業
(2) 震災の記憶の継承や犠牲者の追悼など、震災伝承を図る事業
(3) 防災や防犯の意識を高めることにより、安心・安全なまちづくりを図る事業
(4) 地域環境の美化や緑化推進により、生活環境の向上を図る事業
(5) 子育て、介護及び医療に対する支援の推進など、福祉や健康の向上に資する事業
(6) 地域資源の活用により、産業経済の活性化を図る事業
(7) スポーツや生涯学習の推進により、いきいきとした市民生活の実現を図る事業
(8) こどもの学習・体験・交流の活動等を通じて、青少年の健全な育成を図る事業
(9) 地域の伝統文化の発掘や継承、普及及び芸術振興に資する事業
(10)そのほか、地域活性化及び地域課題の解決に資する事業



４　対象とならない事業
以下に掲げるいずれかに該当する場合は、助成の対象とすることができません。
(1) 国、県、市等の他の助成金等の交付を受けている場合
(2) 事業の効果が特定の個人又は団体のみに帰属する場合
(3) 専ら営利を目的とし、公益性を欠く場合
(4) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする場合
(5) 対象事業が地区住民の親睦会的事業である場合
(6) その他、助成対象事業として適当でないと認める場合

５　助成対象経費
「地域づくり基金事業助成金　助成対象・対象外経費例一覧表」を参考にしてください。
※申請書及び報告書の作成、提出、二次選考審査（公開プレゼンテーション）に要する経費はすべて助成の対象外とします。

６　助成対象期間
　　 令和８年４月１日～令和９年３月３１日
※交付決定日（令和８年５月下旬予定）以前に事業に着手する場合は、申請時に「事前着手届書」を提出していただく必要があります。
ただし、審査の結果、不採択となった場合は事業に着手していても助成金を交付することはできませんのでご注意ください。

７　助成率・助成限度額
	区分
	助成率
	助成限度額

	自治会
	助成対象経費の100％
	30万円

	自治会以外
	助成対象経費の70％
	30万円



８　助成金総額
　(1) 助成金の予算総額は400万円です。審査の結果、採点の高いものから順に採択し、交付決定額が予算総額に達した時点で採択を終了します。
(2) 予算の残額が希望に満たない場合は、希望額を下回る条件付き採択となります。
(3)　予算総額を越えた場合は、基準点以上でも不採択となります。


申請について
１　申請方法
(1) 募集期間
令和８年４月１日（水）〜 令和８年４月１５日（水）
（窓口受付は土日祝日を除く 午前８時３０分から午後５時００分まで）
(2)　提出方法
　　 地域協働課又は各総合支所地域振興課へ直接提出
　　　※書類確認及び内容のヒアリング（15～30分）を行うため、事前連絡のうえ持参ください。

２　提出書類
(1)　交付申請書（様式第1号）
(2)　事業計画書（※Word/PDF等の電子データも提出）
(3)　収支予算書（※Excel/PDF等の電子データも提出）
(4)　事業事前着手届（※交付決定前（５月下旬より前）に着手が必要な場合のみ）
(5)　団体の規約・会則等組織に関する定め（任意様式）
(6)　団体の会員名簿（任意様式）
(7)　その他参考資料（チラシ案、見積書、活動実績など）

※昨年度から様式を変更しております。
申請の際は、必ず令和８年度版の様式をご使用ください。
※収支予算書には事業全体の収入と支出を記載してください。
※上記(1)～(4)の様式は市のホームページよりダウンロードしてください。
　トップページ＞市政情報＞助成金・補助金・交付金＞「令和８年度地域づくり基金事業助成金」











審査及び採択の決定について
１　審査方法
助成対象事業の決定にあたっては、以下の二段階の審査を行います。
(1) 一次審査（書類審査）
提出された書類に基づき、事業内容等について市が審査します。
開催日：令和８年４月下旬
結果は審査終了後、郵送で通知します。
※申請内容について聞き取りを行う場合があります。
※一次審査の結果、申請書類の修正をお願いする場合があります。
【審査員】　
市民生活部担当次長、地域協働課長、担当課長補佐、担当係長
【審査項目】
①　事業の内容が助成金の趣旨に合致しているかどうか
②　事業の実施にかかる経費が助成の対象になるかどうか
③　その他
(2) 二次審査（公開プレゼンテーション）
申請団体ごとに、審査員に対し、事業内容のプレゼンテーションを行っていただきます。
開催日：令和８年５月１６日（土）　
会  場：石巻市ささえあいセンター３階　ささえあいホール

① 審査員（申請事業に関係する各部長）による評価【最優先】
以下の4項目（各5点、計20点満点）で採点し、高得点順に候補者を選定しま　す。
ア　地域振興・課題解決
イ　公　益　性
ウ　創　造　性
エ　実　現　性
※総得点が満点の6割（審査員数×20点の60％）に満たない場合は不採択となります。





② 地域意見者等からの意見聴取【参考情報として活用】
当日、各地域の代表者から推薦された方（16名）及び（一社）石巻青年会議所理事長並びにいしのまきNPOセンター所長より推薦された方による、「地域意見者等（計18名）」に対し、地域視点等でのアンケートを実施します。
この結果は、審査員の採点が同点となった場合の補助材料とするほか、審査結果と、地域での実感との間に大きな違いが見られた場合に活用します。

　　　③　発表時間
　　　　 　１団体当たり４～５分（予定）

　　　④　審査項目の詳細
ア　地域振興・課題解決：地域の活性化や課題解決など地域に貢献するか
イ　公　益　性：多くの人が参加し、恩恵を受けられるか
ウ　創　造　性：事業効果をより高める手法を用いるなど新しさや工夫があるか
エ　実　現　性：事業計画に無理がなく、実現可能なものとなっているか
　　　
　　　⑤　採択の結果
最終的な決定は市長が行います。

⑥　注意事項　
二次審査（公開プレゼンテーション）において遅刻、欠席、途中退席をした団体は審査の対象外とします。
　　　　　詳細は、一次審査終了後に改めてお伝えします。

⑦　傍聴について
　　　  　事前申し込みは不要で、どなたでも傍聴できます。又、申請団体の関係者であっても他団体のプレゼンテーションを傍聴することができます。











１　交付団体の公表、通知採択後について

 (1)　交付決定団体は、令和８年５月２０日（水）午後３時に石巻市ホームページで公表します。
(2)　交付決定通知書は、二次審査選考における審査員の講評（コメント）を添えて、５月下旬に郵送します。

２　事業視察
交付決定後、新規交付決定団体を含め、必要に応じて事業視察を行います。
視察の時期・内容等については、交付決定後、メール等でお知らせいたしますので、あらかじめご承知おきください。

３　助成金の概算払い
交付決定後であれば、事業が完了していなくても交付決定金額の８割まで事前に受け取ることができます。
ただし、実績報告後に支出の精査を行った結果、最終的に交付できる金額が概算払いでお支払いした金額を下回る場合は返納していただきます。

４　事業変更手続き
交付決定を受けた団体のうち、やむを得ず事業変更並びに廃止が必要となった時は、事前に事業変更(廃止)承認申請書（様式第４号）及び必要な書類を作成のうえ、提出してください。※承認を得ず、実施した場合は認められません。

５　実績報告
交付決定を受けた団体は、全ての事業終了後、1か月以内に、実績報告書　（様式第７号）及び報告に関する書類を作成、添付のうえ提出してください。
本事業の効果を客観的に把握するため、事業実施後は参加者等を対象としたアンケート調査等を実施し、その結果を実績報告書の「成果及び効果」欄に具体的に記載してください。
　なお、事業の性質上アンケートの実施が困難な場合は、ヒアリングや意見聴取等により効果を把握し、その内容を記載してください。

６　助成金の確定（振込）
提出された実績報告の内容を審査し、適当と認めたときは、団体の代表口座あてに助成金を振り込みます。
　なお、審査の結果、対象外経費が認められた場合は、当該経費を除いた額で助成金を確定するとともに、必要に応じて交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。　
全体スケジュール

	日　時
	内　　容

	令和８年４月　１日
	募集開始

	令和８年４月１５日
	募集締切

	令和８年４月下旬
	一次審査

	令和８年４月下旬
	一次審査結果通知及び二次審査案内送付

	令和８年５月１６日
	二次審査

	令和８年５月２０日
	交付決定団体の公表（石巻市ホームページ）　※15時

	令和８年５月下旬
	交付決定団体通知書の送付

	随　　　時
	交付決定団体　事業視察

	令和９年４月１５日
	実績報告締切



実施根拠

(1) 石巻市地域づくり基金条例
(2) 石巻市地域づくり基金事業の実施及び助成金の交付に関する要綱
(3) 石巻市補助金等の交付に関する規則

その他
申請書に記載する電話番号・メールアドレスについては、日中連絡が取りやすい番号・アドレスをご記入ください。
例年、申請内容の確認や修正を行うにあたり、連絡がとれず手続きが難航するケースが散見されますので、ご協力をお願いいたします。
　　
提出先及び問い合わせ先
	提出先及び問い合わせ先
	電話番号

	市民生活部地域協働課（本庁舎３階）
	９５－１１１１内線3317、3316

	河北総合支所地域振興課
	６２－２１１１

	雄勝総合支所地域振興課
	５７－２１１１

	河南総合支所地域振興課
	７２－２１１１

	桃生総合支所地域振興課
	７６－２１１１

	北上総合支所地域振興課
	６７－２１１１

	牡鹿総合支所地域振興課	
	４５－２１１１
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